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大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

佐

伯

弘

次

は

じ

め

日
明
貿
易
に
お
い
て
、
大
内
氏
が
博
多
商
人
を
基
盤
と
し
て
貿
易
を
行
い
、
堺
商
人
を
基
盤
と
す
る
細
川
氏
と
対
立
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ

定
説
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
内
氏
と
博
多
お
よ
び
博
多
商
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
本
稿
は
、
前
臨
に
引
き
続
き
、
大
内
氏
の
博
多
支
配
研
究
の
一
環
と
し
て
、
大
内
氏
と
博
多
と
の
関
係
の
具
体
相
を
支
配
機
構
の
側

面
か
ら
検
討
す
る
。
そ
れ
は
同
時
に
中
世
博
多
研
究
の
前
提
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

中
世
博
多
史
を
研
究
す
る
場
合
、
ま
ず
障
害
に
な
る
の
が
文
献
史
料
の
僅
少
性
で
あ
る
。
こ
れ
を
補
う
た
め
に
、
後
世
の
編
纂
物
等
を

援
用
す
る
方
法
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
そ
れ
は
一
程
度
有
効
な
方
法
で
は
あ
る
が
、
二
次
史
料
の
中
世
史
像
復
元
に
対
す
る

有
効
性
は
、
史
料
批
判
を
経
た
場
合
に
の
み
発
揮
さ
れ
る
。
そ
の
史
料
批
判
の
座
標
軸
と
な
る
の
は
、
一
等
史
料
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
た
歴
史
像
以
外
に
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
一
等
史
料
と
そ
れ
以
外
の
史
料
を
峻
別
し
て
、
数
少
な
い
個
々
の
史
料

を
具
体
的
に
吟
味
す
る
作
業
を
通
し
て
、
大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
き
た
い
。

本
論
に
は
い
る
前
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
室
町
・
戦
国
期
の
地
域
権
力
に
よ
る
博
多
の
支
配
関
係
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

大
内
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博
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支
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機
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博
多
を
拠
点
に
し
て
朝
鮮
貿
易
を
活
発
に
伺
い
、
博
多
の
「
里
巷
岐
路
」
に
門
を
作
む
な
ど
、
博
多
の
都
市
形
成
に
も
貢
献
し
た
九
州

探
題
渋
川
氏
が
、
応
永
末
年
に
没
落
す
る
と
、
筑
前
守
護
少
弐
氏
お
よ
び
そ
の
背
後
に
い
た
対
馬
宗
氏
、
従
来
か
ら
博
多
と
そ
の
近
隣
に

拠
点
を
有
し
て
い
た
大
友
氏
、
筑
前
進
出
を
意
図
す
る
大
内
氏
の
三
者
が
博
多
支
配
を
め
ぐ
っ
て
競
合
し
た
。
永
享
期
か
ら
文
安
期
に
か

け
て
は
、
博
多
を
め
ぐ
る
錯
綜
し
た
政
治
関
係
が
展
開
し
た
が
、
し
だ
い
に
大
内
氏
が
優
勢
と
な
り
、
筑
前
国
を
守
護
領
固
化
し
、
博
多

支
配
を
安
定
さ
せ
、
対
外
交
渉
の
拠
点
化
を
図
っ
て
い
く
。
当
時
の
大
内
氏
は
大
友
氏
の
博
多
興
浜
（
息
浜
）
支
配
を
容
認
し
て
お
り
、
大

友
氏
も
田
原
貞
成
を
博
多
に
派
遣
し
、
興
浜
を
拠
点
と
し
て
対
外
交
渉
を
行
っ
た
。
応
仁
・
文
明
の
乱
が
起
こ
る
と
、
筑
前
国
を
掌
握
し

た
少
弐
氏
は
、
宗
貞
国
を
住
吉
に
留
め
、
宗
直
家
を
博
多
代
官
と
し
た
。

文
明
十
年
に
大
内
政
弘
は
豊
前
・
筑
前
を
回
復
し
、
博
多
は
再
び
大
内
氏
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
大
内
氏
は
大
友
氏
領
興
浜
の
領
有
を

企
て
、
特
に
大
友
氏
が
本
来
有
し
て
い
た
興
浜
入
船
公
事
徴
収
権
の
奪
取
を
図
り
、
両
者
は
度
々
対
立
し
同
九
た
だ
し
、
大
友
氏
領
興
浜
の

点
役
公
事
徴
収
権
は
大
内
氏
側
が
保
持
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
大
内
氏
が
優
勢
で
あ
っ
た
。

十
六
世
紀
中
葉
の
大
内
氏
の
滅
亡
後
、
博
多
は
大
友
氏
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
こ
の
当
時
の
博
多
は
、
「
下
全
域
に
お
い
て
、
当
時
博
多

の
市
以
上
に
高
級
か
つ
裕
福
な
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
（
市
民
は
）
す
べ
て
商
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
制
度
と
な
っ

【

7
V

｛
博
多
）

て
い
た
か
ら
で
、
そ
れ
は
万
事
に
お
い
て
堺
の
市
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
」
「
岡
市
の
富
裕
な
る
商
人
等
は
戦
の
起
ら
ん
と
す
る
を

見
れ
ば
進
物
を
贈
り
て
交
渉
し
、
か
つ
て
破
壊
さ
れ
た
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
よ
う
に
自
治
都
市
化
し
て
い
た
。
し
か
し
、
大
友
氏
の
筑

前
国
支
配
は
安
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
五
五
九
年
（
永
禄
二
）
の
「
国
衆
」
筑
紫
氏
の
反
乱
や
一
五
八

O
年
（
天
正
八
年
）
の
龍
造

寺
氏
の
侵
入
の
際
に
戦
火
に
あ
っ
て
潰
滅
的
な
打
撃
を
う
け
、
中
世
都
市
博
多
は
終
駕
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
通
史
を
前
提
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
大
内
氏
の
筑
前
国
支
配
の
根
幹
を
担
っ
た
守
護
代
が
大
内
氏
の
博
多
支
配
に
い

か
な
る
関
与
を
し
た
か
を
考
察
し
、
次
に
、
大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構
と
し
て
既
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
博
多
下
代
官
山
鹿
氏
を
個
別

的
に
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
博
多
代
官
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
最
後
に
、
十
六
世
紀
後
半
の
大
友
氏
時
代
の
博
多
支
配
機



構
に
つ
い
て
概
観
し
、
大
名
権
力
に
よ
る
博
多
支
配
機
構
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

筑
前
守
護
代
と
博
多

本
節
で
は
、
筑
前
守
護
代
と
博
多
の
関
係
を
可
及
的
に
明
ら
か
に
し
、
守
護
代
の
博
多
支
配
に
占
め
た
位
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ω
仁
保
盛
安

（

刊

〉

（

U
｝

（

nv

教
弘
期
の
筑
前
守
護
代
仁
保
盛
安
は
博
多
に
屋
敷
を
有
し
た
。
ま
た
、
寛
正
五
年
に
朝
鮮
と
通
交
し
て
い
る
こ
と
は
、
筑
前
守
護
代
と

し
て
の
立
場
を
利
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
注
目
さ
れ
る
o

m
陶
弘
謹
・
同
弘
詮

文
明
十
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
筑
前
守
護
代
に
在
職
し
た
陶
弘
護
は
、
博
多
承
天
寺
に
宿
し
て
い
た
が
、
博
多
支
配
を
め
ぐ
っ
て
大

内
氏
有
力
家
臣
飯
田
氏
と
対
立
し
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
陶
氏
家
臣
が
対
馬
商
人
の
筑
前
渡
海
を
認
め
た
過
所
お
よ
び
博
多
興
浜
入
船

公
事
を
免
除
し
た
公
事
免
許
状
を
発
給
し
て
お
り
、
筑
前
｜
博
多
へ
渡
航
す
る
船
の
過
所
発
給
権
と
博
多
興
浜
入
船
公
事
免
除
権
を
陶
氏

が
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
分
国
の
流
通
統
制
機
能
を
守
護
代
が
担
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
本
来
、
領
主
大

友
氏
に
帰
属
し
て
い
た
興
浜
入
船
公
事
免
除
権
（
お
そ
ら
く
は
公
事
徴
収
権
も
）
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、

陶
弘
詮
と
博
多
と
の
関
係
は
、
管
見
の
史
料
か
ら
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
。

山
神
代
貞
綱

長
享
か
ら
文
亀
に
か
け
て
筑
前
守
護
代
で
あ
っ
た
神
代
貞
綱
は
、
博
多
興
浜
の
点
役
公
事
違
背
に
つ
い
て
、
大
友
氏
側
の
雑
掌
と
の
交

渉
が
大
内
氏
か
ら
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
博
多
善
導
寺
領
が
違
乱
に
及
ん
だ
際
に
、
違
乱
し
た
給
人
の
「
厳
重
一
筆
」
を
披
見
し
、
関
係
史

料
を
同
寺
に
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
富
崎
宮
か
ら
巻
数
を
請
け
取
っ
て
お
り
、
延
徳
二
年
秋
に
は
、
九
州
に
下
向
し
た
連
歌
師
兼
載
に

大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構
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四

対
し
て
箱
崎
で
一
座
を
す
す
め
る
な
ど
、
箱
崎
と
の
関
係
が
深
い
。

杉
武
連

命
M

V

A

武
巡
｝

永
正
三
年
間
十
一
月
十
六
日
飯
田
興
秀
害
状
に
、
「
於
当
寺
請
人
寄
宿
事
、
停
止
之
御
法
度
候
処
、
当
時
杉
十
郎
方
可
有
寄
宿
之
由
、
内

々
就
被
及
聞
召
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
杉
武
連
は
博
多
善
導
寺
に
寄
宿
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
善
導
寺
の
訴
え
に
よ
り
成
功
せ
ず
、

善
導
寺
の
諸
人
寄
宿
停
止
が
再
確
認
さ
れ
た
。

川
杉
興
長

永
正
か
ら
天
文
初
期
に
か
け
て
筑
前
守
護
代
で
あ
っ
た
杉
興
長
は
、
，
次
の
文
書
を
博
多
善
導
寺
に
発
給
し
た
。

当
寺
領
諸
天
役
等
事
、
為
別
而
敬
信
令
免
除
、
然
者
、
以
此
状
之
旨
、
御
寺
務
不
可
有
相
違
之
状
如
件

永

正

十

二

年

九

月

十

七

日

興

長

（

花

押

）

侍
者
禅
師

8

善
導
寺

こ
の
文
書
は
、
杉
興
長
が
善
導
寺
領
の
諸
天
役
を
免
除
し
た
公
事
免
許
状
で
あ
る
。
「
別
而
敬
信
」
と
い
う
の
は
大
内
氏
で
は
な
く
杉
興

長
の
意
志
で
あ
り
、
書
下
と
い
う
文
書
形
式
か
ら
す
る
と
、
こ
の
公
事
免
除
の
主
体
は
杉
興
長
で
あ
っ
た
。
博
多
善
導
寺
領
は
那
珂
郡
・

【店》

蓮
田
郡
・
糟
屋
郡
に
散
在
し
て
お
り
、
こ
の
杉
興
長
の
免
除
行
為
は
、
守
護
代
の
圏
内
年
貢
公
事
徴
収
機
能
に
由
来
し
て
い
る
。
公
的
な

年
貢
公
事
徴
収
機
能
を
私
的
な
免
除
行
為
に
転
化
し
て
い
く
杉
氏
の
動
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

間
杉
興
運

天
文
期
の
筑
前
守
護
代
杉
興
運
は
、
天
文
四
年
九
月
十
三
百
、
善
導
寺
領
の
城
役
な
ら
び
に
諸
課
役
を
「
先
証
文
」
の
旨
に
任
せ
て
免

径
四

除
し
、
善
導
寺
・
侍
者
禅
師
の
寺
請
を
安
堵
し
た
。
「
先
証
文
」
と
は
先
に
引
用
し
た
杉
興
長
免
許
状
で
あ
り
、
杉
氏
は
代
々
善
導
寺
領
の
公



事
免
除
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
寺
務
の
安
堵
行
為
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
博
多
善
導
寺
と
筑
前
守
護
代
豊
後
守
系
杉
氏
の
関
係
の
深
さ
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

博
多
津
土
居
道
場
・
同
宮
内
両
門
前
醜
在
家
叩
J
以
下
諸
公
役
事
、
任
先
例
被
免
除
畢
、
可
被
存
其
旨
之
由
、
依
仰
執
達
如
件

｛
世
武
助
）

越
中
守
（
花
押
）

（
弘
中
興
時
）

下
野
守
（
花
押
）

｛
杉
興
亜
）

三
河
守
（
花
押
）

天
文
四
年
七
月
九
日（

創
刊
越
｝

杉
弾
正
中
藤

g

博
多
津
土
居
道
場
H
H
称
名
寺
と
宮
内
両
門
前
の
在
家
・
諸
職
人
・
牛
馬
以
下
の
諸
公
役
を
先
例
に
任
せ
て
免
除
す
る
旨
を
、
守
護
代
杉

興
運
に
伝
達
し
た
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
で
あ
る
。
こ
の
免
除
の
主
体
は
文
面
か
ら
大
内
氏
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
分
国
の

年
貢
・
公
事
徴
収
を
管
轄
す
る
守
護
代
に
そ
の
免
除
を
伝
え
た
も
の
で
あ
り
、
大
内
領
国
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
課
役
免
除
形
式
が
一

般
的
で
あ
っ
た
。
先
の
守
護
代
に
よ
る
諸
天
役
・
城
役
・
諸
課
役
の
免
除
は
む
し
ろ
異
例
で
あ
り
、
守
護
代
と
し
て
の
職
権
を
逸
脱
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
き
早
え
る
。

ま
た
同
時
期
に
、
博
多
津
沖
浜
称
名
寺
が
「
開
陣
御
礼
」
の
た
め
大
内
氏
の
も
と
に
参
上
し
、
大
内
義
隆
と
対
面
し
て
お
り
、
そ
の
旨

門
店
｝

が
大
内
氏
奉
行
人
か
ら
杉
興
運
へ
伝
え
ら
れ
た
。
天
文
八
年
の
大
内
氏
の
遣
明
船
派
遣
に
際
し
て
は
、
明
へ
の
進
物
用
の
馬
四
匹
の
う
ち

一
疋
を
杉
興
運
が
調
達
し
て
い
る
。

n

H

L
ド
土
口

L
a
、
，
，
ぷ
。
争
中

守
護
代
と
博
多
の
関
係
を
総
括
す
る
と
、
仁
保
盛
安
・
陶
弘
護
・
杉
武
連
の
三
名
は
何
ら
か
の
形
で
博
多
に
拠
点
を
有
し
て
お
り
、
仁

大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

五
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...L.. ／、

保
盛
安
に
至
つ
て
は
朝
鮮
と
の
通
交
を
行
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
盛
安
と
博
多
の
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
各
守
護
代

は
、
津
内
寺
社
お
よ
び
他
地
域
の
商
人
の
諸
課
役
の
賦
課
・
免
除
に
関
与
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
守
護
代
の
本
来
的
な
機
能
に
基
づ
い

て
い
る
。
ま
た
、
陶
弘
謹
が
過
所
発
給
、
博
多
興
浜
入
船
公
事
免
除
を
行
っ
た
こ
と
は
、
守
護
代
に
よ
る
交
通
・
流
通
統
制
が
行
わ
れ
た

こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
他
の
守
護
代
に
つ
い
て
は
同
様
の
事
例
は
検
証
で
き
な
い
。

以
上
検
討
し
て
き
た
筑
前
守
護
代
と
博
多
と
の
関
係
は
、
守
護
代
の
全
体
的
活
動
か
ら
す
る
と
ご
く
一
部
に
す
ぎ
ず
、
博
多
支
配
と
の

関
係
は
深
い
と
は
言
い
難
い
。
筑
前
守
護
代
は
分
国
代
官
支
配
の
一
環
と
し
て
博
多
に
関
わ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

博
多
下
代
官
山
鹿
氏

大
内
氏
の
博
多
下
代
官
山
鹿
氏
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
川
添
昭
二
氏
が
、

ω山
鹿
壱
岐
守
は
飯
田
弘
秀
の
家
人
で
、
「
博
多
津
下
代
官
」

で
あ
っ
た
こ
と
、
山
博
多
津
下
代
官
は
検
断
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
、

ω山
鹿
氏
は
博
多
津
下
代
官
を
譜
代
的
に
歴
任
し
、
山
鹿
壱
岐
守

の
ほ
か
、
山
鹿
壱
岐
守
秀
宗
・
山
鹿
治
部
少
輔
・
山
鹿
治
部
丞
・
山
鹿
弾
正
忠
・
山
鹿
和
泉
守
秀
康
が
博
多
下
代
官
と
し
て
検
出
さ
れ
る

門閥》

こ
と
、
川
山
鹿
氏
の
出
自
は
麻
生
氏
の
同
族
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
さ
れ
、
山
鹿
氏
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
私
も
、
氏
の
所
説

円
相
自

の
一
部
｜
山
鹿
氏
の
実
名
及
び
「
老
者
」
の
解
釈
ー
に
つ
い
て
は
若
干
の
私
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

本
節
で
は
、
以
上
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
博
多
下
代
官
山
鹿
氏
の
個
別
的
検
討
を
行
い
、
山
鹿
氏
が
大
内
氏
の
博
多
支
配
に
お
い

て
担
っ
た
機
能
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

所
職
の
名
称

釘

邑

戸

博

事

－

山
鹿
氏
の
所
職
の
名
称
は
、
「
正
任
記
」
文
明
十
年
十
月
十
五
日
条
に
「
当
津
下
代
官
山
鹿
壱
岐
守
」
と
あ
る
の
が
唯
一
の
史
料
的
所
見

←） 



Anu 

で
あ
る
。
「
筑
紫
道
記
」
文
明
十
二
年
九
月
二
十
日
の
段
に
「
此
の
所
っ
か
さ
ど
る
山
鹿
壱
岐
守
」
と
あ
り
、
博
多
下
代
官
の
職
掌
が
「
此

の
所
」

H
博
多
を
「
っ
か
さ
ど
る
」

H
支
配
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
以
降
の
関
係
史
料
に
は
所
職
に
つ
い
て
の

所
見
が
な
い
が
、
山
鹿
氏
関
係
史
料
の
殆
ど
が
博
多
関
係
史
料
で
あ
る
こ
と
か
・
り
し
て
も
、
山
鹿
氏
が
博
多
下
代
官
を
世
襲
し
た
と
い
う

川
添
氏
の
指
摘
は
首
肯
で
き
る
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
「
当
津
下
代
官
」
の
「
下
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
本
節
の
最
後
に
検
討
し
た
い
。

山
鹿
氏
の
例
別
的
検
討

次
に
、
博
多
下
代
官
と
し
て
検
出
で
き
る
山
鹿
壱
岐
守
・
山
鹿
弾
正
忠
・
山
鹿
壱
岐
守
秀
宗
・
山
鹿
治
部
少
輔
・
山
鹿
治
部
丞
・
山
鹿

【

nu

和
泉
守
秀
康
に
つ
い
て
個
別
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

川
山
鹿
壱
岐
守

山
鹿
告
岐
守
の
史
料
的
初
見
は
、
「
正
任
記
」
文
明
十
年
十
月
十
五
日
条
で
、
下
限
は
「
筑
紫
道
記
」
文
明
十
二
年
九
月
二
十
日
の
段
で

あ
る
。
実
名
は
不
詳
。
飯
田
弘
秀
の
家
人
で
あ
り
、
博
多
下
代
官
の
明
証
が
あ
る
こ
と
、
筑
前
守
護
代
陶
弘
護
の
家
人
と
相
論
し
て
、
博

《制｝

多
地
－
卜
に
対
し
て
検
断
権
を
行
使
し
た
こ
と
は
川
添
氏
の
指
摘
通
り
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
博
多
内
に
は
山
鹿
壱
岐
守
の
所
従
が
居
住
し

て
お
り
、
山
鹿
告
岐
守
が
宿
主
を
諒
毅
し
た
こ
と
を
「
無
面
目
」
と
「
遺
恨
」
し
た
陶
弘
護
家
人
弘
中
源
四
郎
は
、
山
鹿
所
従
の
家
を
破

《

お

》

《

缶

百

却
し
、
亭
主
を
追
放
し
た
。
ま
た
、
宗
祇
の
博
多
下
向
に
際
し
て
は
「
と
か
く
の
こ
と
わ
ざ
」
を
し
て
お
り
、
文
化
人
と
の
交
渉
が
知
ら

（二）
れ
る
。山
山
鹿
弾
正
忠

山
由
停
止
忠
に
関
し
て
年
代
が
明
ら
か
な
史
料
は
次
の
永
正
三
年
閏
十
一
月
十
六
日
飯
田
興
秀
室
長
（
B
）
だ
け
で
あ
る
。

大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

七



(A) 

ー「 A

飯塁T
田三空木
弥与到盟
主空軍2~ 
…一一
様士ー博
兄」多

支
配
機
構

八

連
署道
輔

L_  

於
博
多
善
導
寺
諸
人
寄
宿
事
、
停
止
之
由
、
任
先
年
御
法
度
之
旨
、
弥
厳
重
可
有
其
沙
汰
之
由
候
、
恐
々
謹
言
、

｛
飽
崎
｝道
輔
（
花
押
）

（
弘
中
）
武
長
繊
産

弘
依
（
花
押
）

潤
十
一
月
十
六
日

飯
田
弥
五
郎
殿

E

（
包
抵
の
ハ
符
｝

同
「
（
異
筆
〉
「
永
正
一
一

飯
田
弥
五
郎

興
秀
」

於
当
寺
諸
人
寄
宿
事
、
停
止
之
御
法
度
候
処
、
当
時
杉
十
郎
方
可
有
寄
宿
之
由
、
内
々
就
被
為
聞
召
候
、
山
鹿
弾
正
忠
所
迄
蒙
仰
候
、

以
其
旨
遂
披
露
候
、
何
十
郎
方
江
被
成
奉
書
候
、
弥
厳
重
可
申
沙
汰
之
由
、
対
興
秀
仁
別
而
奉
書
候
問
、
進
候
、
寺
家
可
被
召
置
候
、
恐

憧
謹
言
、

善
導
寺
侍
者
御
中

潤
十
一
月
十
六
日

興
秀
（
花
押
）

善
導
寺
侍
者
御
中

8

史
料
凶
は
、
大
内
氏
奉
行
人
が
博
多
善
導
寺
へ
の
諸
人
寄
宿
停
止
の
確
認
を
飯
田
興
秀
に
伝
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
史
料
倒
は
、
そ
の

内
容
を
飯
田
興
秀
が
遵
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
問
に
よ
る
と
、
当
時
の
筑
前
守
護
代
杉
武
連
が
善
導
寺
へ
の
寄
宿
を
企
て
た
時
に
、

善
導
寺
側
が
こ
れ
を
大
内
氏
に
愁
訴
し
た
結
果
、
諸
人
寄
宿
停
止
の
奉
行
人
奉
書
が
杉
武
連
と
飯
田
興
秀
に
出
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す



る
。
こ
の
時
の
善
導
寺
側
の
愁
訴
は
、
ま
ず
寺
側
が
山
鹿
弾
正
忠
に
訴
え
、
そ
の
内
容
を
飯
田
興
秀
が
大
内
氏
に
「
被
露
」
し
て
お
り
、

善
導
寺
↓
山
鹿
弾
正
忠
↓
飯
田
興
秀
↓
大
内
氏
と
い
う
経
路
で
上
申
さ
れ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
大
内
氏
か
ら
の
諸
人
寄
宿
停
止
の
伝
達
は
、

大
内
氏
↓
飯
田
興
秀
↓
善
導
寺
と
い
う
経
路
で
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
件
に
お
け
る
山
鹿
弾
正
忠
の
役
割
は
、
た
ん
に
津
内
寺
社
の
大

内
氏
へ
の
愁
訴
を
主
人
飯
田
興
秀
に
取
り
次
い
だ
に
す
ぎ
ず
、
問
題
の
解
決
に
は
飯
田
興
秀
の
仲
介
H
「
披
露
」
が
大
き
く
作
用
し
た
。

そ
れ
は
、
「
於
博
多
善
導
寺
諸
人
寄
宿
事
停
止
」
を
「
弥
厳
重
可
有
其
沙
汰
」
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
の
が
、
博
多
下
代
官
山
鹿
氏
で
は
な
く
、

A
倒
閣
》

そ
の
主
人
飯
田
氏
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
別
の
史
料
で
は
、
飯
田
興
秀
は
山
鹿
弾
正
忠
に
対
し
て
、
御
料
所
両
寺
井
東
長
寺
が

常
住
の
時
に
は
、
「
於
彼
所
々
諸
人
寄
宿
停
止
事
」
を
「
無
脚
爾
可
被
申
沙
汰
」
ょ
う
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
飯
田
興
秀
が
大
内
氏
か
ら

直
接
「
諸
人
寄
宿
停
止
」
の
「
其
沙
汰
」
（
史
料
川
）

H

「
申
沙
汰
」
（
史
料
問
）
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
の
「
申
沙

【却
V

汰
」
の
主
体
は
在
山
口
の
飯
田
興
秀
で
あ
り
、
下
代
官
山
鹿
弾
正
忠
は
そ
の
現
地
に
お
け
る
代
行
者
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
よ
り
先
、
善
導
寺
領
を
世
良
・
副
田
の
両
人
が
押
領
し
、
そ
の
後
「
分
別
」
し
て
「
厳
重
一
筆
」
を
書
い
た
際
に
、
山
鹿
弾
正
忠
《劉】

は
筑
前
守
護
代
神
代
貞
綱
に
室
長
を
出
し
た
。
員
綱
は
そ
の
書
状
を
善
導
寺
に
披
見
せ
し
め
、
山
鹿
の
馳
走
を
「
大
切
」
と
評
し
て
い
る
。

こ
こ
で
の
山
鹿
の
馳
走
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
山
鹿
弾
正
忠
が
、
在
地
の
寺
社
領
を
め
ぐ
る
寺
社
と
給
人
間
の
相
論
に
関
与
し
、
守

護
代
と
も
交
渉
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

山
山
鹿
壱
岐
守
秀
宗

門
輔
副
V

A

博
多
｝

山
鹿
壱
岐
守
秀
宗
に
つ
い
て
は
、
永
正
十
四
年
の
「
月
村
抜
句
」
に
「
転
田
に
て
山
鹿
壱
岐
守
秀
宗
宿
所
九
月
十
二
夜
之
会
に
」
と
あ

る
だ
け
で
あ
る
。
宗
祇
に
つ
づ
い
て
宗
碩
と
も
文
芸
上
の
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
山
鹿
氏
の
文
化
的
素
養
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

【

旬

司

（

一

週

）

ま
た
、
「
筑
前
田
中
神
仏
宝
物
記
」
に
「
一
、
秀
宗
状
同
」
と
あ
り
、
本
史
料
成
立
時
の
宝
永
元
年
の
時
点
で
は
、
山
鹿
秀
宗
書
状
が
善

導
寺
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

山
鹿
治
部
少
輔

大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

九



大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

円制｝

山
鹿
治
部
少
輔
の
関
係
史
料
は
、
管
見
の
限
り
享
禄
五
年
八
月
二
十
八
日
宗
盛
廉
書
状
（
山
鹿
治
部
少
輔
宛
）
の
み
で
あ
る
。
本
書
状

は
、
大
内
氏
と
大
友
氏
の
「
儀
絶
」
を
伝
え
聞
い
た
宗
氏
が
、
大
内
氏
の
許
へ
飛
脚
を
派
遣
し
た
時
、
「
其
堺
往
還
事
調
存
候
」
と
山
鹿
治

部
少
輔
に
申
し
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
次
の
山
鹿
治
部
丞
と
何
ら
か
の
関
係
が
推
定
さ
れ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

間
山
鹿
治
部
丞

8
 

山
鹿
治
部
丞
の
史
料
的
初
見
は
天
文
五
年
九
月
二
十
七
日
宗
盛
廉
書
状
（
山
鹿
治
部
丞
宛
）
で
あ
り
、
終
見
は
天
文
八
年
六
月
十
六
日

円弱》

宗
盛
廉
室
長
（
山
鹿
治
部
丞
宛
）
で
あ
る
。

｛
博
多
－

A
訂
V

天
文
七
年
六
月
二
十
四
日
、
大
内
義
隆
は
太
誉
和
向
の
申
請
に
任
せ
て
、
冷
泉
津
善
導
寺
を
祈
願
所
と
す
る
旨
の
大
府
宣
を
発
給
し
た
。

以
ド
は
そ
の
関
連
史
料
で
あ
る
。

。

謹如於
さ詰此博

方i、福富
廿用、

目重野
目撃
触脚
候被
仰
以付
聖候

軍時
ー釜

承尋
天寺

霊雫
可支
被配
相之
除由

自慢
被今
仰度

;1 等願
量Z
対

妻票
話量
申地
渡下

自E
候条

恐向
々後

興堅隆雪
景著

諸諸

興
舟
e

飯
田
石
見
守
殿

% 
脊「
天
文
七
年
六
月
け
・
九
日

興
秀
（
花
押
）
」

8

川
w
J
津
善
導
寺
事
、
被
補
御
祈
願
所
候
、
然
上
者
、
飼
堂
物
於
利
倍
者
、
不
可
及
徳
政
井
及
時
対
当
津
被
仰
付
御
要
脚
支
配
之
時
、
不
准



地
下
仁
之
趣
被
仰
出
候
、
任
奉
書
之
旨
、
被
得
其
心
可
被
申
談
候
、
恐
々
謹
言
、

〔
異
筆
）
『
天
王
管
」
六
月
廿
五
日

（
匝
困
）興
秀
（
花
押
）

山
鹿
治
部
丞
殿

8

川
内
1

寺
事
、
被
補
御
祈
願
所
候
、
御
大
慶
候
、
然
上
者
、
飼
堂
物
於
利
倍
者
不
及
徳
政
井
及
時
対
当
津
中
従
前
々
被
仰
付
候
御
要
脚
支
配

之
時
、
不
可
準
地
下
仁
之
由
候
、
右
両
条
、
別
紙
奉
書
在
之
、
尤
以
珍
重
候
、
恐
々
謹
言
、（面
回
）

（

巽

筆

）

『

天

文

七

智

」

六

月

廿

五

日

興

秀

（

花

押

）

議
日
導
寺
侍
者
御
中

8

史
料

ωは
、
大
内
義
隆
大
府
宣
を
・
つ
け
て
、
聖
福
寺
・
承
天
寺
並
に
津
内
要
脚
を
免
除
す
る
特
権
を
善
導
寺
に
付
与
し
た
大
内
氏
奉
行

人
連
署
状
で
あ
る
。
こ
の
文
書
の
充
所
は
飯
田
興
秀
で
あ
り
、
翌
六
月
二
十
五
日
に
興
秀
自
ら
が
裏
封
し
て
い
る
。
史
料
川
・

ωは
、
同

を
う
け
た
飯
田
興
秀
が
飼
堂
物
利
倍
の
場
合
に
は
徳
政
に
及
ば
な
い
こ
と
、
博
多
津
に
対
す
る
賦
課
が
大
内
氏
か
ら
な
さ
れ
た
時
は
地
下

の
仁
に
準
ず
べ
か
ら
、
さ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
要
脚
を
免
除
す
る
こ
と
を
、
博
多
下
代
宮
山
鹿
治
部
丞
及
び
善
導
寺
に
対
し
て
伝
え
た
遵
行

状
的
性
格
を
有
す
る
書
状
で
あ
る
。
川
・

ωか
ら
す
る
と
、
川
以
外
に
「
飼
堂
物
於
利
倍
者
、
不
可
及
徳
政
」
旨
の
「
奉
書

ω」
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
大
府
宮
守
川
・

ω・
川
・

ωの
一
連
の
文
書
の
伝
達
関
係
を
文
書
の
発
給
者
と
充
所
の
関
係
か
ら
み
る
と
次
の

よ
う
に
図
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
高
山
鹿
治
部
丞

大
内
氏
↓
奉
行
人
↓
飯
田
興
秀
へ

h

，
善
導
寺

大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構



大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

さ
て
、
史
料
川
で
山
鹿
治
部
丞
が
飯
田
興
秀
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
任
奉
書
之
旨
、
被
得
其
心
、
可
被
申
談
」
こ
と
で
あ
る
が
、

同
に
よ
る
と
飯
田
興
秀
は
、
「
対
寺
家
可
被
申
渡
」
こ
と
が
大
内
氏
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
言
の
相
違
か
ら
、
大
内
氏
の
通
達
の

遵
行
を
命
令
さ
れ
た
の
は
飯
田
興
秀
で
あ
り
、
そ
の
家
人
で
博
多
下
代
官
の
山
鹿
治
部
丞
は
、
通
達
の
内
容
を
理
解
し
、
現
地
に
お
い
て

寺
社
側
と
交
渉
す
る
役
割
を
担
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
博
多
津
中
に
対
す
る
大
内
氏
の
徳
政
実
施
と
要
脚
賦
課
に
、
飯
田
氏
お
よ

び
山
鹿
氏
が
関
与
し
た
こ
と
が
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
推
定
で
き
る
。

こ
の
山
鹿
治
部
丞
は
対
馬
宗
氏
と
の
交
渉
が
知
ら
れ
る
。
天
文
四
年
、
宗
氏
は
大
内
氏
へ
の
使
者
派
遣
に
際
し
て
、
先
の
山
鹿
治
部
少

輔
同
様
、
山
鹿
治
部
丞
に
も
「
其
堺
事
」
を
依
頼
し
て
い
る
。
天
文
五
年
に
は
、
山
鹿
治
部
丞
は
漂
流
入
十
一
人
の
送
還
を
行
い
、
宗
氏

（剖｝

か
ら
謝
礼
と
し
て
鷹
一
連
・
木
綿
百
端
を
贈
ら
れ
た
。
こ
の
漂
流
人
は
、
宗
盛
廉
が
「
併
加
様
之
類
不
可
許
容
之
由
、
従
彼
国
連
連
申
渡

【柑
G

候
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
彼
国
」

H
朝
鮮
の
漂
流
入
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
山
鹿
氏
の
漂
流
入
送
還
の
背
景
に
は
、
山

鹿
氏
の
対
外
交
渉
へ
の
志
向
性
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
天
文
八
年
の
大
内
氏
の
遣
明
船
派
遣
に
際
し
て
、
博
多
滞
在
中
の
策
彦
周
良
と
山
鹿
治
部
丞
が
数
回
交
渉
を
持
っ

た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
「
策
芦
〆
相
向
初
渡
集
」
天
文
七
年
十
一
月
五
日
条
に
は
「
晩
炊
干
山
鹿
私
宅
」
と
あ
っ
て
、
策
彦
と
山
鹿
の
緊
密

な
交
渉
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
注
目
さ
れ
る
の
は
「
山
鹿
私
宅
」
が
博
多
に
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
川
の
山
鹿
秀
宗

の
場
合
に
も
確
認
さ
れ
る
が
、
山
鹿
氏
の
博
多
常
駐
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
主
人
飯
田
氏
が
在
山
口
で
、
山
鹿
氏
が
在
博
多
と
い
う

原
則
に
符
合
し
て
い
る
。

間
山
鹿
和
泉
守
秀
康

（

nv

【柑】

年
代
の
確
実
な
史
料
に
よ
る
と
、
山
鹿
和
泉
守
秀
康
は
、
天
文
十
八
年
八
月
か
ら
同
十
九
年
十
月
ま
で
確
認
さ
れ
る
が
、
次
の
よ
う
な

発
給
文
書
を
残
し
て
い
る
。



就
鋳
物
師
公
事
役
之
儀
、
対
讃
井
若
狭
守
方
被
仰
子
細
候
畢
、
日
記
三
ケ
条
内
二
ケ
条
事
者
、
任
御
意
可
申
談
之
由
、
夜
前
被
申
候
、

今
一
ケ
条
他
国
よ
り
の
事
ハ
、
可
被
成
御
分
別
之
由
候
、
難
然
此
条
堅
蒙
仰
候
条
、
猫
々
加
意
見
、
重
々
可
被
申
候
、
先
以
早
々
鋳
物

衆
へ
公
役
調
之
段
、
可
被
仰
付
事
肝
要
存
候
、
委
曲
使
者
可
得
御
意
候
、
恐
憧
謹
言
、

｛

U
A
宜
t
八
年
力
一

八
月
廿
三
日

｛
礼
紙
ウ
ハ
樺
｝

「

秀
康
（
花
押
）

山
鹿
和
塁
寸

｛
久
直
－

真
継
殿
人
々
御
中

秀
康

」

8

こ
れ
は
、
天
文
末
年
の
真
継
久
直
に
よ
る
大
内
領
圏
内
鋳
物
師
公
事
役
徴
収
の
際
の
関
係
史
料
で
あ
る
。
山
鹿
秀
康
は
当
時
の
博
多
下

代
官
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
本
室
長
は
真
継
久
直
の
博
多
鋳
物
師
に
対
す
る
働
き
か
け
に
関
す
る
史
料
と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
か
ら
す
る

と
、
交
渉
事
項
三
ケ
条
の
う
ち
二
ケ
条
は
決
着
が
つ
い
た
が
、
残
り
一
ケ
条
は
「
他
国
よ
り
の
事
」
で
あ
っ
た
の
で
未
解
決
で
あ
っ
た
。

山
鹿
秀
康
は
真
継
久
直
に
対
し
て
、
博
多
鋳
物
師
公
役
の
徴
収
を
促
し
て
い
る
。
博
多
鋳
物
師
に
対
す
る
鋳
物
師
公
役
賦
課
の
実
施
に
あ

た
っ
て
は
、
真
継
久
直
は
山
鹿
秀
康
を
仲
介
し
て
、
讃
井
若
狭
守
・
讃
井
隆
喜
と
い
っ
た
博
多
鋳
物
師
を
統
轄
す
る
大
内
被
官
と
交
渉
し

母
国
｝

て
お
り
、
讃
井
氏
は
こ
れ
に
反
発
し
て
い
る
。
讃
井
氏
の
反
応
の
背
景
に
は
、
鋳
物
師
の
全
国
的
支
配
を
志
向
す
る
中
央
系
鋳
物
師
（
真

継
氏
）
に
対
す
る
在
地
鋳
物
師
の
反
発
が
あ
る
が
、
山
鹿
秀
康
は
大
内
氏
の
免
許
を
得
た
真
継
氏
に
加
担
し
て
、
そ
の
支
配
士
冗
化
の
一

端
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

然就

義務
大公師

自主主
~儀之
事」健
室菌柳
議共原

明金者
it内

宣言士
号麗

角量
定型
雲量

需実
百以
布告両

袋署
空襲
条切

首捗

ii 
可案

ta 
知奉
之書

慢喜
其見

裂慢



大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

四

国
吋
申
付
候
、
此
由
可
然
之
様
、
可
預
御
心
得
候
、
恐
々
謹
言
、

－ドヘ丈

1
八
年
）

八
月
十
七
日

－
骨
康
）

山
鹿
和
泉
守
殿
御
報

S

鑑
盛
（
花
押
）

本
文
書
の
「
豊
州
」
を
『
中
世
鋳
物
師
史
料
』
で
は
筑
前
守
護
氏
杉
豊
後
守
興
運
に
比
定
し
、
ま
た
網
野
善
彦
氏
は
発
給
者
鑑
盛
に
つ

｛位】

A

日
v

い
て
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
当
否
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
こ
の
真
継
久
直
が
「
出
津
」
し
た
「
津
」
が
博
多
津
で
あ
る
こ

と
は
、
文
書
の
充
所
が
山
鹿
秀
康
で
あ
る
こ
と
か
ら
首
肯
で
き
る
。
本
文
書
か
ら
、

ω山
鹿
秀
康
が
両
使
を
も
っ
て
鋳
物
師
公
事
に
つ
い

｛同｝

て
鑑
盛
に
伝
達
し
た
こ
と
、

ω論
旨
の
案
文
（
天
文
十
二
年
三
月
十
六
日
後
奈
良
天
皇
論
旨
案
）
と
奉
書
（
天
文
十
八
年
三
月
十
八
日
大

【騎｝

内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
）
を
そ
の
時
鑑
盛
に
伝
え
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
鑑
盛
は
、
「
然
者
彼
公
事
之
儀
、
諸
国
共
ニ
御
存

知
之
由
候
之
問
、
定
而
至
豊
州
茂
可
被
仰
談
候
之
条
、
分
国
中
之
事
、
可
有
其
下
知
之
候
、
其
刻
堅
固
可
申
付
候
」
と
返
答
し
、
「
豊
州
」

の
．
卜
知
が
な
さ
れ
た
時
に
そ
れ
に
従
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
豊
州
」
を
豊
後
守
H
杉
興
運
と
解
釈
す
る
と
、
こ
の
時
点
で
杉
興
運
の

（邸
V

判
断
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
い
う
真
継
文
書
の
後
奈
良
天
皇
給
旨
案
に
は
杉
興
運
の
裏
封
が
あ
り
、
平
井
文
書
の

（回】

杉
興
運
宛
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
案
に
も
同
じ
く
興
運
の
裏
封
が
あ
る
。
ま
た
、
大
宰
府
鋳
物
師
を
統
轄
し
て
い
た
山
田
隆
朝
の
も
と

（槌
V

に
こ
れ
と
同
じ
奉
書
案
は
天
文
十
八
年
八
月
四
日
に
は
到
来
し
て
お
り
、
こ
の
八
月
十
七
日
の
時
点
で
杉
興
運
の
指
示
が
全
く
な
さ
れ
て

い
な
い
と
は
考
え
難
い
。
こ
の
「
豊
州
」
を
杉
興
運
に
比
定
す
る
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
鑑
盛
と
い
う
実
名
に
注
目
す
る
と
、

大
内
氏
の
被
宮
と
す
る
よ
り
、
豊
後
の
大
友
義
鑑
の
偏
誇
を
・
つ
け
た
大
友
氏
被
官
と
推
定
す
る
方
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
「
豊
州
」
と
は

豊
後
国
を
意
味
し
、
旦
（
体
的
に
は
大
友
義
鑑
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
博
多
津
内
の
鋳
物
師
公
事
に
つ
い
て
大
内
氏
の
博
多
下
代

官
山
鹿
秀
康
と
交
渉
し
て
い
る
鑑
盛
は
、
大
友
氏
領
博
多
興
浜
の
代
官
的
人
物
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
鑑
盛
は
、
大

友
氏
被
官
と
し
て
、
博
多
下
代
官
山
鹿
氏
か
ら
伝
達
さ
れ
た
大
内
領
国
内
で
の
鋳
物
師
公
事
役
徴
収
を
、
大
友
氏
領
博
多
興
浜
で
は
一
旦



拒
否
し
、
大
友
氏
領
を
含
む
大
友
氏
分
国
中
は
「
豊
州
」
リ
大
友
義
鑑
の
指
示
に
従
う
と
山
鹿
秀
康
に
返
答
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
博

多
興
浜
へ
の
点
役
公
事
は
大
内
氏
側
が
徴
収
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
前
稿
で
指
摘
し
た
が
、
鋳
物
師
公
役
に
つ
い
て
は
領
国
（
分
領
）

【駒》

胤
則
が
貫
徹
し
、
大
内
氏
の
徴
収
命
令
は
大
友
氏
領
博
多
興
浜
に
は
及
ば
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
山
鹿
秀
康
は
、
真
継
久
直
に
近
い
立
場
か
ら
、
大
内
氏
支
配
下
の
博
多
に
お
い
て
は
大
内
氏
被
官
讃
井
氏
へ
、
大

友
氏
領
博
多
興
浜
に
つ
い
て
は
大
友
氏
被
官
鑑
盛
へ
の
そ
れ
ぞ
れ
仲
介
者
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
飯
田
興
秀
は
宮
崎
宮
造
営
に
関
連
し
て
、
「
為
興
秀
代
、
山
鹿
和
泉
守
秀
康
相
副
」
「
存
其
旨
、
対
秀
康
申
下
候
」
と
述
べ

av 
て
い
る
。
山
鹿
秀
康
が
飯
田
興
秀
の
代
官
と
し
て
宮
崎
宮
造
営
に
関
与
し
た
の
で
あ
り
、
山
鹿
氏
が
秀
康
の
段
階
ま
で
一
貫
し
て
飯
田
氏

円引｝

被
官
と
し
て
活
動
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
川
の
山
鹿
治
部
丞
と
川
の
山
鹿
和
泉
守
秀
康
は
同
一
人
物
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

り

ト

結

以
上
、
山
鹿
氏
に
つ
い
て
史
料
に
即
し
て
個
別
的
検
討
を
行
っ
た
が
、
本
節
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構
に
お
け
る

博
多
ド
代
官
山
鹿
氏
の
位
置
を
検
討
し
た
い
。

博
多
下
代
官
と
い
う
職
名
か
ら
、
こ
れ
に
対
応
し
て
博
多
上
代
官
と
い
う
役
職
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
上
・
下
に
つ
い
て
は
、

山
地
域
的
な
上
下
関
係
リ
博
多
を
上
地
区
と
下
地
区
に
分
割
し
た
と
い
う
見
方
と
川
支
配
上
の
上
下
関
係
と
い
う
二
通
り
の
解
釈
が
可
能

で
あ
る
。
川
に
つ
い
て
は
、
大
内
氏
が
博
多
を
上
下
二
地
区
に
分
割
し
て
支
配
し
た
と
い
う
徴
証
は
な
く
、
山
の
解
釈
の
方
が
妥
当
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
博
多
下
代
官
の
上
に
博
多
代
官
が
あ
り
、
山
鹿
氏
は
そ
の
現
地
に
お
け
る
代
官

H
文
代
官
と
推
定
で
き
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
大
内
氏
の
博
多
代
官
の
比
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
節
で
検
討
し
た
山
鹿
氏
の
主
従
関
係
、
お
よ
び
大

門
岡
田

内
氏
へ
の
津
内
寺
社
の
訴
訟
経
路
、
大
内
氏
発
給
文
書
の
伝
達
の
あ
り
方
等
か
ら
み
て
、
飯
田
氏
以
外
に
は
考
え
難
い
。
大
内
氏
の
博
多

代
官
は
飯
田
氏
で
あ
り
、
「
下
代
官
」
山
鹿
氏
は
現
地
に
お
け
る
そ
の
代
行
者
H
文
代
宮
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
の
関
係
は
、
大
内
分
国
に

大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

五



大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

ム

I'¥ 

お
け
る
守
護
代
と
小
守
d

護
代
（
守
護
代
被
官
）
と
の
関
係
と
向
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
博
多
代
官
飯
田
氏
が
大
内
氏
の
有
力
家
臣
と
し
て

山
口
に
居
住
し
た
た
め
に
、
そ
の
被
官
山
鹿
氏
が
下
代
官
と
し
て
現
地
に
派
遣
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
山
鹿
氏
が
博
多
下
代
官
を
世
襲

し
た
の
は
、
実
は
飯
田
氏
が
博
多
代
官
を
世
襲
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

少
な
く
と
も
文
明
十
年
以
降
の
大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構
は
、
大
内
氏
（
山
口
）

l
博
多
代
官
飯
田
氏
（
山
口
）
｜
博
多
下
代
官
山
鹿

氏
（
博
多
）

l
博
多
地
下
と
い
う
構
造
で
あ
っ
た
。

博
多
代
官
飯
田
氏

本
節
で
は
、
前
節
で
大
内
氏
の
博
多
代
官
に
比
定
し
た
飯
田
氏
と
博
多
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

八
幡
宮
富
崎
御
油
神
人
弥
次
郎
大
夫
申
、
博
多
奥
堂
匡
敷
畠
等
事
、
任
代
々
免
許
状
旨
、
所
被
閣
諸
役
之
也
、
何
状
如
件

｛
似
凶
）

永

享

九

年

五

月

十

三

日

秀

家

（

花

押

）

8

飯
田
秀
家
が
、
宮
崎
宮
油
座
神
人
で
博
多
奥
堂
に
屋
敷
・
畠
地
を
持
つ
博
多
商
人
奥
堂
氏
の
屋
敷
・
畠
へ
の
諸
役
を
免
除
し
た
書
下
で

【倒｝

あ
る
。
永
享
三
年
四
月
四
日
に
は
大
内
氏
家
臣
陶
宣
輔
が
同
様
の
公
事
免
許
書
下
を
出
し
て
お
り
、
飯
田
氏
の
博
多
へ
の
関
与
は
持
世
期

以
降
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
教
弘
期
に
な
る
と
、
大
内
氏
は
次
の
よ
う
な
免
許
状
を
発
給
し
た
。

依
為
宮

需主i
人己さ

御
油
役
諸
公
事
以
下

任
先

裂
免
除
E乞

旧
状
如
件



嘉
吉
三
四
月
三
日

A

曲
岡
｝

秀
家
奉

博
多奥
堂
左
衛
門
大
夫

8

｛
随
｝

飯
田
秀
家
は
大
内
教
弘
袖
判
免
許
状
の
奉
者
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の
免
許
状
を
施
行
し
た
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
の
奉

者
を
も
勤
め
て
い
る
。
こ
れ
以
降
の
大
内
氏
に
よ
る
奥
堂
氏
宛
公
事
免
許
状
を
一
覧
表
に
す
る
と
表

ωの
よ
う
に
な
る
。

嘉
吉
三
年
か
ら
天
文
二
十
二
年
に
至
る
七
通
の
免
許
状
は
、
奉
者
が
実
名
書
か
ら
官
途
書
に
変
化
す
る
他
は
、
大
内
氏
袖
判
飯
田
氏
奉

｛伺》

書
と
い
う
様
式
、
文
言
、
付
年
号
は
全
く
同
一
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
嘉
吉
三
年
に
博
多
商
人
奥
堂
氏
へ
の
公
事
免
許
状
の

奉
者
に
は
飯
田
氏
が
な
る
と
い
う
原
則
が
成
立
し
、
そ
の
文
書
様
式
は
大
内
氏
滅
亡
時
ま
で
固
定
化
し
た
の
で
あ
る
。
山
鹿
氏
が
史
料
的

に
検
出
さ
れ
る
文
明
十
年
以
降
の
飯
田
氏
の
奉
者
と
し
て
の
立
場
が
、
博
多
代
官
と
し
て
の
役
職
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
、
飯
田
氏
の
博

多
代
官
就
任
は
、
教
弘
期
の
嘉
吉
三
年
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
飯
田
氏
は
持
世
期
か
ら
博
多
に
関
与
し
、
教
弘
初
期
に
は

す
で
に
博
多
代
官
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
飯
田
秀
家
・
弘
秀
・
興
秀
と
博
多
と
の
関
係
を
個
別
的
に
検
討
し
た
い
。

ω
飯
田
秀
家

門脇】

飯
田
秀
家
は
教
弘
期
に
大
内
氏
の
奉
行
人
と
し
て
活
躍
し
、
多
数
の
奉
行
人
奉
書
の
奉
者
と
な
っ
て
い
る
。
長
禄
四
年
十
一
月
廿
五
日

円伺
M

A

持
事
）

の
「
養
子
御
法
事
」
の
充
所
に
、
守
護
代
・
代
官
に
続
い
て
「
飯
田
石
見
入
道
昌
秀
」
と
見
え
る
こ
と
は
、
秀
家
が
分
国
支
配
機
構
の
枢
要

な
地
位
に
あ
っ
た
重
臣
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
寛
正
五
年
に
は
、
山
口
に
再
度
下
向
し
た
東
福
寺
の
朝
之
恵
鳳
と
交
流
が
あ
り
、

【初
V

儒
学
に
も
造
詣
が
深
く
、
「
防
之
良
吏
」
と
称
さ
れ
た
文
化
人
で
も
あ
っ
た
。

博
多
代
官
と
し
て
の
飯
田
秀
家
の
事
績
は
、
先
述
し
た
永
享
九
年
の
奥
堂
弥
次
郎
の
公
事
免
許
と
嘉
吉
三
年
の
大
内
教
弘
公
事
免
許
状

の
奉
者
と
し
て
の
活
動
し
か
知
り
え
な
い
。
こ
の
ほ
か
、
宮
崎
松
の
採
用
を
禁
止
し
た
康
正
二
年
十
一
月
日
の
禁
制
に
筑
前
守
護
代
仁
保

大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

七



大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

八

盛
安
・
奉
行
人
内
藤
道
行
と
と
も
に
連
署
し
て
い
る
。

飯
田
秀
家
が
奉
行
人
奉
書
の
奉
者
と
し
て
活
動
し
た
こ
と
は
、
直
臣
と
し
て
の
山
口
へ
の
常
住
を
意
味
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
文
明
期

以
降
の
山
鹿
氏
に
相
当
す
る
博
多
下
代
官
が
教
弘
期
に
も
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
管
見
の
限
り
検
出
で
き
な
い
。

山
飯
田
弘
秀

表
川
よ
り
、
文
明
十
年
と
明
応
六
年
の
二
回
に
わ
た
っ
て
公
事
免
許
状
の
奉
者
と
な
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
こ
の
期
間
は
博
多
代
官

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
弘
秀
は
飯
田
秀
家
の
一
族
と
考
え
ら
れ
る
が
、
宗
像
氏
郷
と
も
姻
戚
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
「
大
内
問

笈
己
の
充
所
に
弘
秀
の
名
前
が
見
え
る
な
ど
、
大
内
氏
家
臣
屈
指
の
有
職
故
実
の
人
で
も
あ
っ
た
。

【

刊

）

｛

布

｝

｛

帽

問

｝

【

門

v

文
明
十
年
十
月
の
大
内
政
弘
の
博
多
滞
在
中
は
、
大
内
氏
の
命
令
の
奉
行
、
使
者
、
大
内
氏
へ
の
披
露
、
大
内
政
弘
へ
の
供
奉
等
を
行

表

(1) 
天天事永明文嘉

文文禄正応明吉
年

宮2 3 2 16 6 10 3 月． ． 
4 4 5 4 4 11 4 ． ． ． 日
6 6 32429253 

大大大大大大大
袖

内内内内内内内
判

義義義義義政教
者

長男量隆輿輿弘弘

石石（（（（（

守見守見飯飯飯飯飯 奉
国回国岡田
、－，、』，／、－，、』，，、ー，，，

飯飯興輿弘弘秀
岡田
興興秀秀秀秀家 者
秀秀
））  

奥堂左 ! ! i 主iIi 主 充
衛大門
再主開主需大 需大夫 所

夫 夫

一一一 一一一 一一一一 一一一一 一一 一一 一 番
三二一 O 九七九
号号号号号号号 号



う
な
ど
、
政
弘
の
近
臣
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
文
明
十
年
十
月
十
五
日
、
筑
前
守
護
代
陶
弘
護
家
人
弘
中
源
四
郎
の
宿
主
を
、
飯
田
弘
秀
家
人
博
多
下
代
富
山
鹿
壱

岐
守
が
「
連
々
有
罪
科
題
目
」
路
次
に
お
い
て
討
ち
果
た
し
た
。
弘
中
が
宿
主
を
諒
裁
さ
れ
る
の
は
「
無
面
目
」
と
し
て
遺
恨
し
、
山
鹿

所
従
の
家
を
破
却
し
、
古
一
丁
主
を
追
放
し
た
の
が
発
端
と
な
っ
て
、
陶
弘
護
と
飯
田
弘
秀
の
対
立
を
招
い
た
。
大
内
政
弘
は
「
無
事
可
然
」

と
い
う
方
針
で
の
ぞ
み
、
そ
の
斡
旋
に
よ
っ
て
こ
の
事
件
は
解
決
し
た
。
こ
の
時
、
大
内
政
弘
は
「
当
津
（
博
多
）
之
儀
」
に
つ
い
て
飯

A

叩
V

田
弘
秀
と
内
密
に
談
合
し
て
お
り
、
こ
の
事
件
が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
て
筑
前
守
護
代
職
を
辞
任
し
よ
う
と
し
た
陶
弘
護
が
大
内
政
弘
に

言
上
し
た
五
ケ
条
の
中
に
「
当
津
（
博
多
）
事
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
相
論
の
背
景
に
博
多
支
配
を
め
ぐ
る
守
護
代
陶
弘
護
と
博
多

（随｝

代
官
飯
田
弘
秀
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
陶
弘
護
の
五
ケ
条
言
上
に
対
し
て
、
政
弘
の
奉
行
人
相
良
正
任
が
「
御
返
事
、

今
日
被
仰
出
了
、
万
事
成
無
事
了
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
陶
弘
護
に
対
し
て
有
利
な
裁
決
が
出
た
と
推
定
さ
れ
る
。
一
節
で
述
べ

た
陶
氏
の
博
多
興
浜
入
船
公
事
免
除
行
為
は
、
そ
の
延
長
上
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
弘
秀
は
、
文
明
十
年
十
月
二
十
九
日
「
神
崎
郡
御
代
官
職
祝
言
」
と
し
て
、
太
万
・
三
百
疋
・
樽
十
・
雁
二
・
水
鳥
五
を
大

〔

mv

内
政
弘
に
進
上
し
た
。

川
飯
田
興
秀

（

悶

｝

（

制

）

飯
田
興
秀
は
弘
秀
の
子
で
、
大
内
氏
の
奉
行
人
で
あ
っ
た
。
飯
田
氏
は
大
内
氏
家
臣
中
第
一
の
弓
馬
故
実
の
家
で
あ
り
、
興
秀
も
故
実

門

部

》

円

筒

》

家
で
あ
っ
た
。
興
秀
と
肥
前
平
戸
の
武
士
寵
手
固
定
経
と
の
文
化
的
交
渉
に
つ
い
て
は
、
米
原
正
義
氏
の
研
究
が
あ
る
。

飯
田
興
秀
は
、
表
川
よ
り
、
永
正
十
六
年
か
ら
天
文
二
十
二
年
ま
で
大
内
氏
の
公
事
免
許
状
の
奉
者
を
勤
め
て
お
り
、
少
な
く
と
も
永

正
三
年
よ
り
天
文
二
十
二
年
ま
で
は
博
多
代
官
に
在
職
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
博
多
善
導
寺
文
書
に
お
い
占
・
て
大

内
氏
の
善
導
寺
に
対
す
る
命
令
が
飯
田
興
秀
を
経
由
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
、
興
秀
が
善
導
寺
の
愁
訴
を
大
内
氏
に
披
露
し
た
こ
と
、
大
内

氏
か
ら
「
諸
人
寄
宿
停
止
」
の
「
其
沙
汰
」
H
H

「
申
沙
汰
」
が
興
秀
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
興
秀
の
博
多
代
官
と
し
て
の
活
動
を

大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

九



大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

二
O

ぶ
し
て
い
る
。

円

mv

享
禄
二
年
十
月
二
十
六
日
、
対
馬
守
護
代
宗
盛
廉
は
飯
田
興
秀
に
書
状
を
出
し
、
「
何
博
多
津
御
領
内
之
仁
山
田
文
左
衛
門
尉
、
対
当
島

慮
外
之
公
事
申
懸
候
、
定
其
聞
候
哉
、
可
然
之
様
預
御
分
別
候
者
、
弥
御
入
魂
所
仰
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
博
多
の
大
内
氏
被
官
山
田
文

左
衛
門
尉
が
対
馬
船
に
対
し
て
「
慮
外
之
公
事
」
を
賦
課
し
た
の
に
対
し
て
、
宗
氏
側
が
抗
議
し
、
善
後
策
H
公
事
免
除
を
依
頼
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
書
状
が
飯
田
興
秀
に
対
し
て
出
さ
れ
た
の
は
、
興
秀
が
博
多
代
官
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
宗
氏
側
は
、
博
多
代
官

飯
田
興
秀
が
山
田
の
公
事
賦
課
を
抑
止
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

｛鈎》

天
文
八
年
の
遣
明
船
派
遣
に
際
し
て
は
、
同
年
二
月
十
九
日
に
飯
田
興
秀
が
博
多
滞
在
中
の
遣
明
副
使
策
彦
周
良
に
設
斎
を
し
て
お

円切
V

り
、
二
月
二
十
七
日
に
は
使
者
を
派
遣
し
て
策
彦
に
一
束
・
一
本
を
贈
り
、
翌
二
十
八
日
に
策
彦
は
興
秀
に
面
会
し
昨
日
の
礼
を
述
べ
て

【凱》い
る
。
遣
明
船
派
遣
時
に
は
、
飯
田
興
秀
は
博
多
に
滞
在
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
「
策
彦
入
明
記
」
に
は
山
鹿
氏
や
飯
田
氏
と
の
交
渉
は

記
さ
れ
て
い
る
が
、
筑
前
守
護
代
杉
興
運
と
の
交
渉
は
全
く
所
見
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
遺
明
使
節
一
行
の
接
待
を
現
地
で
担
っ
た
の

が
守
護
代
で
は
な
く
、
博
多
代
官
｜
博
多
下
代
宮
の
ラ
イ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
天
文
期
の
笛
崎
宮
造
営
に
際
し
て
、
飯
田
興
秀
が
代
官
と
し
て
山
鹿
秀
康
を
派
遣
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
関

g
 

係
史
料
に
、

（
興
骨
｝

一
、
築
石
事
、
幸
飯
田
石
見
守
在
津
候
条
、
可
被
裁
判
之
由
被
成
奉
書
候
、
可
被
申
談
候
、

と
あ
っ
て
、
宮
崎
宮
造
営
時
に
興
秀
は
箱
崎
か
博
多
に
在
津
し
て
お
り
、
築
石
に
つ
い
て
裁
判
す
る
こ
と
が
大
内
氏
か
ら
命
じ
ら
れ
た
。

【関岨

次
に
、
主
題
か
ら
や
や
離
れ
る
が
、
別
稿
で
検
討
で
き
な
か
っ
た
飯
田
興
秀
の
三
笠
郡
代
と
し
て
の
活
動
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

筑
前
国
三
笠
部
品
内
五
町
錦
司
郎
地
事
、
天
文
六
年
四
月
五
日
任
御
判
井
奉
書
之
旨
、
所
渡
進
也
、
何
執
達
如
件

｛
飯
田
興
需
）

天

文

六

年

五

月

十

三

日

石

見

守

（

花

押

）



A

泊
氏
v

末
久
雅
楽
允
殿

g

本
文
書
は
、
飯
田
興
秀
が
三
笠
郡
内
五
町
地
を
御
判
・
奉
書
の
旨
に
任
せ
て
大
内
氏
被
官
末
久
清
氏
に
打
渡
し
た
下
地
打
渡
状
で
あ

る
。
大
内
領
国
に
お
い
て
は
、
下
地
・
土
貢
の
打
渡
し
は
郡
代
の
基
本
的
な
職
掌
で
あ
る
か
ら
、
当
時
飯
田
興
秀
は
三
笠
郡
代
で
あ
っ
た

｛
M
開｝

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
永
禄
二
年
の
角
東
北
院
信
順
置
文
に
「
郡
役
飯
田
石
見
守
興
秀
」
と
あ
っ
て
、
飯
田
興
秀
を
三
笠
「
郡
役
」

H
郡
代
と
し
て
い
る
記
事
と
符
合
す
る
。

飯
田
興
秀
は
、
天
文
初
年
に
九
州
に
出
陣
し
、
天
文
三
年
十
月
に
肥
前
国
小
城
三
津
山
障
に
お
い
て
寵
手
固
定
経
へ
弓
馬
・
軍
陣
供
立

（叩》

な
ど
の
故
実
を
談
じ
、
同
四
年
七
月
十
七
日
に
は
大
宰
府
の
岩
屋
城
に
お
い
て
定
経
へ
故
実
を
伝
授
し
た
。
同
年
十
月
十
七
日
に
は
「
明

円強》

日
者
か
な
ら
す
／
＼
可
有
御
登
城
候
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
文
四
年
十
月
当
時
も
岩
屋
城
に
在
城
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、

Amv 

早
良
部
・
恰
土
郡
で
検
証
し
た
郡
代
H
城
督
の
関
係
が
三
笠
郡
に
お
い
て
も
敷
街
で
き
る
な
ら
ば
、
三
笠
郡
代
飯
田
興
秀
は
岩
屋
城
督
を

兼
務
し
た
こ
と
に
な
り
、
三
笠
郡
代
の
在
職
を
天
文
四
年
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
内
氏
の
有
力
家
臣
で
あ
っ
た
飯
田
興
秀
が
、
分
圏
内
の
一
郡
代
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
異
例
で
あ
り
、
飯
田
興
秀
の
三
笠
郡

代
就
任
は
、
少
弐
・
大
友
氏
と
の
戦
闘
下
と
い
う
臨
戦
体
制
的
性
格
が
強
い
。
同
時
に
、
興
秀
が
博
多
代
官
で
あ
っ
た
こ
と
も
そ
の
人
事

に
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
当
時
の
飯
田
興
秀
と
太
宰
府
天
満
宮
と
の
文
化
的
交
渉
に
つ
い
て
は
、
川
添
昭
二
氏
が
明
ら
か
に

〔削）

し
て
い
る
。

川

小

結

博
多
代
官
と
し
て
の
飯
田
氏
は
、
秀
家
・
弘
秀
・
興
秀
の
三
名
が
検
出
さ
れ
、
代
々
、
博
多
商
人
・
宮
崎
宮
油
座
神
人
奥
堂
氏
へ
の
課

役
免
除
の
奉
者
と
な
っ
た
ほ
か
、
博
多
津
内
主
主
の
訴
訟
の
大
内
氏
へ
の
披
露
、
大
内
氏
の
命
令
の
博
多
内
へ
の
伝
達
を
基
本
的
な
職
掌

と
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
遺
明
使
節
と
の
交
渉
、
宮
崎
宮
造
営
へ
の
関
与
を
し
て
い
る
。

大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構



大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

飯
田
氏
は
大
内
氏
の
奉
行
人
と
し
て
、
山
口
在
勤
を
原
則
と
し
た
結
果
、
博
多
支
配
に
お
い
て
は
そ
の
代
官
と
し
て
下
代
官
山
鹿
氏
を

必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
飯
田
興
秀
の
場
合
、
臨
戦
体
制
下
に
お
い
て
九
州
に
下
向
し
、
三
笠
郡
代
を
兼
務
し
た
こ
と
は
、
大
内
氏

の
博
多
支
配
強
化
を
も
意
味
し
た
。
大
内
氏
が
、
大
友
氏
と
の
戦
闘
中
、
大
友
氏
領
博
多
興
浜
を
押
領
し
、
天
文
七
年
の
和
睦
後
も
こ
れ

円

mv

を
返
付
し
な
か
っ
た
こ
と
は
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。

お

わ

り

以
上
、
大
内
氏
の
博
多
下
代
官
山
鹿
氏
お
よ
び
博
多
代
官
飯
田
氏
に
つ
い
て
個
別
的
に
検
討
し
て
き
た
。
十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世

紀
前
半
に
か
け
て
の
地
域
権
力
の
博
多
支
配
機
構
は
、
大
内
氏
ト
博
多
代
官
飯
田
氏
博
多
下
代
富
山
鹿
氏
と
い
う
大
内
氏
の
博
多
支
配

機
構
と
、
大
友
氏
｜
博
多
（
興
浜
）
代
官
田
原
氏
と
い
う
大
友
氏
の
所
領
支
配
機
構
が
共
存
し
、
か
つ
競
合
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
大
内
・
大
友
両
氏
に
よ
る
二
元
的
博
多
支
配
が
、
十
六
世
紀
後
半
の
大
友
氏
支
配
下
に
お
い
て
い
か
に
一
元
化
さ
れ
た
か
を
検
討
し
て

本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

戦
国
期
の
大
友
氏
の
博
多
支
配
に
つ
い
て
は
、
永
禄
期
の
博
多
津
内
は
大
友
氏
の
公
領
地
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
が
、
高
橋
鑑
種
に

与
え
ら
れ
た
筑
前
守
護
代
的
権
力
は
及
ん
で
お
ら
ず
、
吉
弘
鎮
信
が
博
多
を
管
掌
し
て
い
た
こ
と
、
天
正
期
に
な
る
と
、
「
津
内
に
お
い
て

も
立
花
氏
の
分
国
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
至
り
、
東
・
西
地
下
中
に
対
応
し
て
家
臣
を
東
西
役
職
に
補
任
し
て
こ
の
裁
判
を
行
な
」
っ
た

｛
間
）

こ
と
な
ど
が
西
村
圭
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
大
友
氏
時
代
の
博
多
が
東
西
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
は
西
村
氏
の
指
摘
の
と
お

り
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
更
に
検
討
し
て
み
た
い
。

一
也
眠
ウ
ハ
押

「

博
多
西
分
中



田

尻

河

内

入

道

殿

月

役

」

至
出
原
妙
、
水
致
無
音
之
通
、
先
日
預
御
使
者
候
、
早
々
御
返
事
可
申
候
処
、
地
下
中
－
品
・
聞
候
故
、
延
引
候
、
又
々
預
御
状
候
、
震
元
方

々
依
償
申
度
候
、
必
々
以
壱
人
可
申
入
候
、
此
由
可
得
御
意
候
、
恐
々
謹
言

潤
一
二
月
廿
一
日

西
分
月
役
（
黒
印
）

田
尻
河
内
入
道
殿
参
御
報
8

博
多
西
分
に
は
月
役
が
存
在
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
単
な
る
西
分
の
代
表
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
「
地
下
中
ニ
申
聞
候
」
と
あ
る
よ
う

に
、
大
友
氏
（
一
日
’
次
氏
）
側
の
意
を
博
多
西
分
地
下
中
に
伝
え
る
と
い
う
、
支
配
の
末
端
機
能
を
も
担
っ
た
の
で
あ
る
。

御
前
書
謹
而
拝
見
仕
候
、
何
回
原
妙
永
・
同
亀
寿
殿
被
成
御
在
城
候
、
就
其
従
地
下
中
可
致
馳
走
之
由
被
仰
聞
候
、
存
其
旨
候
、
尤
早

々
雄
可
申
上
候
、
津
内
依
済
々
、
干
今
無
沙
汰
申
上
候
、
地
下
中
申
催
不
可
存
疎
略
候
、
此
由
可
然
之
様
可
預
御
披
露
候
、
恐
憧
謹
言

宗
詰
（
花
押
）

ー
川
水
締
左
衛
門
人
道道
易
（
花
押
）

今
日
れ
藤
兵
雨
入
道紹
二
（
花
押
）

小
出
産
左
描
門
尉連
吉
（
花
押
）

世
間
自
衛
門
人
道宗
任
（
花
押
）

宗
禎
（
花
押
）

西
分
中

111 小
市野
五日平lli;,
n円以？
、J・ 、J・
股殿
im 

大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構



大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構

四

本
文
書
は
、
博
多
西
分
中
の
六
名
の
町
人
が
「
御
直
書
」
に
対
し
て
出
し
た
請
文
で
あ
る
。
文
書
様
式
は
被
露
状
の
形
式
で
、
文
書
の

直
接
の
充
所
小
野
、
由
布
両
名
は
戸
次
氏
（
立
花
氏
）
の
重
臣
で
あ
る
か
ら
、
「
御
直
書
」
と
は
戸
次
氏
の
直
書
で
あ
り
、
本
請
文
の
実
質

的
な
充
所
は
戸
次
氏
で
あ
っ
た
。
立
花
城
督
戸
次
氏
が
博
多
地
下
中
の
馳
走
を
求
め
、
そ
れ
を
「
存
其
旨
候
」
と
承
諾
し
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
が
、
「
地
下
中
申
催
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
西
分
中
の
六
名
は
西
分
の
地
下
町
人
に
「
申
催
」
す
役
割
を
担
っ
た
西
分
中
の
有
力

《

mv

町
人
と
考
え
ら
れ
る
。
某
年
に
は
、
博
多
西
分
地
下
中
が
樽
・
肴
を
大
友
宗
麟
に
進
上
し
て
お
り
、
西
分
が
単
な
る
行
政
単
位
で
は
な
く
、

博
多
地
下
人
の
結
合
単
位
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
博
多
西
分
は
博
多
地
下
人
の
惣
的
結
合
の
単
位
で
あ
り
、
そ
の
上
層
部
に

月
役
や
六
名
の
有
力
町
人
が
存
在
し
、
大
友
氏
の
博
多
支
配
機
構
の
末
端
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。
東
分
に
つ
い
て
は
月
役
に
関
す
る
史
料

は
な
い
が
、
西
分
と
同
様
の
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
二
通
は
東
分
に
つ
い
て
の
史
料
で
あ
る
。

博
多
東
分
裁
判
之
儀
、
乍
劃
酌
先
々
応
上
意
候
之
条
、
毎
事
堅
固
之
取
沙
汰
肝
要
候
、
委
細
池
辺
六
郎
次
郎
可
申
候
、
恐
々
謹
言

（
」
戸
次
）

四

月

廿

七

日

道

雪

（

花

押

）

由
布
美
作
入
道
殿

8

博
多
津
東
分
役
職
之
事
、
預
進
之
候
、
被
任
前
々
模
、
堅
固
之
裁
判
肝
要
候
、
乍
勿
論
不
可
有
他
之
妨
候
、
為
存
知
候
、
恐
々
謹
言

で
戸
次
｝統
虎
（
花
押
）

士
一
次
｝道
雪
（
花
押
）

九
月
五
日

由
布
美
作
入
道
殿

8



い
ず
れ
も
、
．
P
次
氏
（
立
花
氏
）
が
由
布
美
作
入
道
に
対
し
て
、
「
博
多
東
分
裁
判
」
「
博
多
津
東
分
役
職
」
に
任
じ
、
「
堅
聞
之
取
沙
汰
」

「
堅
固
之
裁
判
」
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
大
友
氏
の
博
多
東
分
役
職
に
戸
次
氏
被
官
由
布
美
作
入
道
を
任
命
し
た
主
体
は
戸
次
氏
で
あ

り
、
戦
国
末
期
の
博
多
東
分
は
戸
次
氏
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
大
友
氏
上
げ
一
花
城
督
戸
次
氏
｜

博
多
東
分
役
職
由
布
氏
と
い
う
博
多
支
配
機
構
は
、
先
に
検
討
し
た
大
内
氏
の
支
配
機
構
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
両
者
を

比
較
す
る
と
、
大
友
氏
の
機
構
は
時
代
に
即
応
し
て
軍
事
的
色
彩
が
強
い
点
に
特
色
が
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
博
多
西
分
に
つ
い
て
は
、
西

分
中
の
六
名
が
戸
次
氏
に
「
馳
走
」
を
承
諾
し
た
請
文
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
分
と
同
様
の
機
構
が
存
在
し
、
そ
の
統
轄
者
は

同
じ
く
す
一
花
城
督
戸
次
氏
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
国
末
期
の
大
友
氏
の
博
多
支
配
機
構
は
次
の
よ
う
に
図
示
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

＼
博
多
東
分
役
職
｜
東
分
月
役
｜
東
分
地
下

大
友
氏
戸
次
氏
へ

ノ
博
多
西
分
役
職
西
分
月
役
｜
西
分
地
下

大
友
氏
末
期
の
博
多
支
配
は
、
大
内
氏
時
代
の
大
内
・
大
友
両
氏
に
よ
る
二
元
的
支
配
構
造
か
ら
、
戸
次
氏
を
介
し
て
の
三
冗
的
構
造

に
統
一
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
博
多
の
地
域
構
造
が
、
大
内
氏
支
配
下
の
博
多
部
と
大
友
氏
領
興
浜
と
い
う
南
北
の
二
重
構
造
が
、

大
友
氏
時
代
に
は
東
西
の
結
合
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
中
世
都
市
博
多
を
考
え
る
上
で
見
の
が
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
博
多
の

有
力
町
人
を
支
配
機
構
の
末
端
に
組
織
し
た
こ
と
は
博
多
支
配
機
構
の
整
備
・
強
化
を
意
味
し
た
が
、
こ
れ
が
必
ず
し
も
支
配
の
強
化
に

つ
な
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
回
目
頭
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

j主

大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構
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拙
稿
「
中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
」
（
『
史
淵
』
百
二
十
一
輯
）
。
以
下
、
前
稿
と
呼
ぶ
。

川
添
昭
二
「
九
州
探
題
と
日
朝
交
渉
」
（
『
西
南
地
域
史
研
究
』
一
揖
）
。

『
老
松
堂
日
本
行
録
』
。

拙
稿
「
大
内
氏
の
筑
前
国
支
配
｜
義
弘
期
か
ら
政
弘
期
ま
で
｜
」
（
『
九
州
中
世
史
研
究
』
一
揖
）
。
以
下
、
「
支
配
」
と
略
す
。

大
友
氏
の
朝
鮮
貿
易
に
つ
い
て
は
、
外
山
幹
夫
「
大
友
氏
の
対
鮮
貿
易
」
（
同
氏
『
大
名
領
国
形
成
過
程
の
研
究
』
第
五
章
）
参
照
。

前
稿
一
七

1
一一一頁。

松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』

6
巻
、
一
八
八
頁
。

『
イ
エ
ズ
ス
会
士
日
本
通
信
』
上
、
一
三
九
頁
、
一
五
五
七
年
十
月
二
十
八
日
付
パ

l
ド
レ
・
ガ
ス
パ
ル
・
ピ
レ
ラ
書
簡
。

竹
内
理
三
編
『
大
宰
府
・
太
宰
府
天
満
宮
・
博
多
史
料
』
続
中
世
編
。

拙
稿
「
大
内
氏
の
筑
前
国
守
護
代
」
（
『
九
州
中
世
史
研
究
』
二
輯
）
。
以
下
「
守
護
代
」
と
略
す
。
本
稿
の
筑
前
国
守
護
代
に
関
す
る
記
述
は
、

特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
本
論
文
に
よ
っ
て
い
る
。

「
支
配
」
二
七
八
頁
。

「
世
祖
実
録
」
十
年
八
月
美
未
条
。

博
多
善
導
寺
文
書
。

同
時
同
右
享
禄
五
年
二
月
二
十
八
日
善
導
寺
領
坪
付
注
文
。

同
右
天
文
四
九
月
十
三
日
杉
興
運
書
下
。

称
名
寺
文
書
（
『
筑
前
園
続
風
土
記
附
録
』
所
収
）
。

同
右
六
月
九
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
状
。

川
添
昭
二
「
古
代
・
中
世
の
博
多
」
（
『
博
多
津
要
録
』
一
、
の
ち
同
氏
『
中
世
九
州
の
政
治
と
文
化
』
に
再
録
。
以
下
の
本
論
文
の
頁
数
は
後
者

に
よ
る
。
）

拙
稿
「
支
配
」
三
五
三
頁
、
お
よ
び
注
（
甜
）
（
却
）
。

『
大
日
本
史
料
』
八
編
之
十
、
八
O
O頁。

金
子
金
治
郎
『
宗
祇
旅
の
記
私
注
』
所
収
。

大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構
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（幻）
（剖）
（お）
（お）
（幻）
（お）
（鈎）
（初）

こ
の
六
名
は
実
名
が
不
明
な
者
が
あ
り
、
同
一
人
が
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

川
添
昭
二
「
古
代
・
中
世
の
博
多
」
八
九
頁
。

「
正
任
記
」
文
明
十
年
十
月
十
五
日
条
。

「
筑
紫
道
記
」
。

博
多
善
導
寺
文
書
。

同
前
。
同
右
八
月
十
三
日
飯
田
輿
秀
書
状
（
山
鹿
弾
正
忠
宛
）
。

史
料
川
の
奉
書
を
善
導
寺
に
伝
達
し
た
飯
田
輿
秀
書
状
が
奉
書
と
同
じ
日
付
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
当
時
輿
秀
は
山
口
に
い
た
と
推
定
さ
れ

る。

－11
引
q
v

博
多
善
導
寺
文
書
口
月
十
日
神
代
貞
綱
室
長
。

川
添
昭
二
・
棚
町
知
弥
・
島
津
忠
夫
編
者
『
太
宰
府
天
満
宮
連
歌
史
』
資
料
と
研
究
I
、一

O
四
頁
。

九
州
歴
史
資
料
館
《
九
州
の
寺
社
シ
リ
ー
ズ

4
》
『
筑
前
博
多
善
導
寺
』
五
四
頁
。

「
大
永
享
禄
之
比
御
状
井
書
状
之
跡
付
」
一
一
六
号
（
甲
中
健
夫
『
対
外
関
係
と
文
化
交
流
』
所
収
）
。

同
右
一
九
八
号
。
な
お
、
本
史
料
一
九
九
号
、
二

O
O号
、
二

O
一
号
、
二

O
二
号
の
宗
盛
療
室
長
の
充
所
は
い
ず
れ
も
山
鹿
治
郎
丞
と
な
っ
て

い
る
が
、
山
鹿
治
部
丞
の
誤
ま
り
と
考
え
ら
れ
る
。

同
右
三

O
一号。

博
多
善
導
寺
文
書
。

同
前
。
同
前
。
同
前
。
史
料
川

ωに
お
い
て
史
料

ωを
「
奉
書
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

こ
の
文
書
伝
達
の
原
理
が
当
事
者
主
義
で
あ
る
の
か
、
職
権
主
義
で
あ
る
の
か
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

「
大
永
享
禄
之
比
御
状
井
書
状
之
跡
付
」
三

O
一号。

同
右
一
九
九
1
二
O
二
号
。

（出）
（詑）
（お）
（剖）
（部）

（お）
（幻）
（犯）
（鈎）
（羽）

（

H
M）
 

（必）
（必）
（叫）
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
西
村
圭
子
氏
が
「
津
内
の
職
制
は
明
確
で
な
い
が
、
当
初
飯
田
弘
秀
家
人
を
「
当
津
下
代
官
山
鹿
壱
岐
守
」
と
あ

る
為
、
弘
秀
が
代
官
と
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
同
氏
「
戦
国
時
代
の
都
市
自
治
と
そ
の
限
界
」
『
歴
史
教
育
』
ロ
ー
8
1

宮
崎
宮
油
座
文
書
一
四
号
（
川
添
昭
二
「
『
御
泊
座
文
書
写
』
『
笛
崎
神
宮
文
書
』
『
石
燈
飽
銘
文
』
」
『
九
州
史
学
』
七
号
）
。

「
支
配
」
二
六
七
頁
。

油
座
文
書
一
九
号
。

同
右
二
一
号
。

三
二
号
文
書
の
充
所
が
な
い
の
は
筆
写
の
際
の
脱
落
と
考
え
ら
れ
る
。

田
村
哲
夫
「
守
護
大
名
『
大
内
家
奉
行
衆
』
」
（
『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
五
号
）
。

「
大
内
氏
提
書
」
九
条
（
『
中
世
法
制
史
料
集
』
三
巻
）
。

米
原
正
義
『
戦
国
武
士
と
文
芸
の
研
究
』
五
七
六
頁
。

田
村
大
宮
司
家
文
書
（
『
宮
崎
宮
史
料
』
）
。

「
正
任
記
」
文
明
十
年
十
月
一
日
条
。

米
原
正
義
前
掲
書
六
五
五
頁
。

「
正
任
記
」
文
明
十
年
十
月
三
日
条
。

同
右
文
明
十
年
十
月
五
日
条
。

同
右
文
明
十
年
十
月
五
日
、
同
二
十
四
日
条
。

同
右
文
明
十
年
十
月
二
十
三
日
条
。

川
添
昭
二
「
古
代
・
申
世
の
博
多
」
八
九
頁
。

「
正
任
記
」
文
明
十
年
十
月
二
十
四
日
条
。

川
添
昭
二
「
古
代
・
中
世
の
博
多
」
八
九
頁
、
拙
稿
「
支
配
」
三
五
五
頁
。

「
正
任
記
」
文
明
十
年
十
月
二
十
六
日
条
。

同
右
文
明
十
年
十
月
二
十
九
日
条
。

近
藤
清
石
『
大
内
氏
実
録
』
。

田
村
哲
夫
前
掲
論
文
、
拙
稿
「
大
内
氏
の
評
定
衆
に
つ
い
て
」
（
『
古
文
書
研
究
』
一
九
号
）
。

大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構
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大
内
氏
の
博
多
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機
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。

（筋）
（叩叩）
（釘）
（∞∞） 
（剖）

（

ω） 
（但）
（犯）
（関）
（倒）
（白）

（
間
四
）

（
引
）

米
原
正
義
「
武
家
故
実
の
地
方
伝
播
｜
飯
田
興
秀
と
箆
手
固
定
経
｜
」
（
『
戦
国
武
士
と
文
芸
の
研
究
』
）
。

同
町
八
頁
、
史
料
刷
。

「
大
永
享
禄
之
比
御
状
井
室
長
之
跡
付
」
一
七
号
。
な
お
、
前
稿
一
八

1
一
九
頁
参
照
。

「
策
彦
稲
尚
初
渡
集
」
天
文
八
年
二
月
十
九
日
条
。

同
右
天
文
八
年
二
月
二
十
七
日
条
。

同
右
天
文
八
年
二
月
二
十
八
日
条
。

石
清
水
文
書
三
月
十
五
臼
大
内
氏
奉
行
人
連
署
状
（
『
宮
崎
宮
史
料
』
四
O
三
号
）
。

拙
稿
「
大
内
氏
の
筑
前
国
郡
代
」
（
『
九
州
史
学
』
六
九
号
、
の
ち
木
村
忠
夫
編
『
九
州
大
名
の
研
究
』
に
再
録
）
。
以
下
、
「
郡
代
」
と
略
す
。

末
久
文
書
。

「
郡
代
」
。

太
宰
府
天
満
宮
文
書
（
『
太
宰
府
天
満
宮
連
歌
史
』

I
所
収
）
。

角
東
北
院
信
順
置
文
の
「
其
時
分
郡
役
飯
田
石
見
守
興
秀
以
調
達
、
小
鳥
居
子
信
元
ヲ
聾
ニ
取
」
と
い
う
記
事
を
、
飯
田
輿
秀
が
小
鳥
居
信
元
を

饗
に
と
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
あ
る
が
（
例
え
ば
『
太
宰
府
天
満
宮
連
歌
史
』

E
、
八
一
頁
）
、
む
し
ろ
、
こ
れ
よ
り
以
前
の
記
事
に
見
え
る

大
鳥
居
某
が
、
飯
田
輿
秀
の
「
調
達
」
に
よ
っ
て
小
鳥
居
信
元
を
餐
に
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

米
原
正
義
前
掲
論
文
。

同
前
。
「
郡
代
」
。

川
添
昭
二
『
中
世
文
芸
の
地
方
史
』
三
五
八

1
三
六
三
頁
。

前
稿
二

O
頁。

西
村
圭
子
「
大
友
氏
末
期
に
お
け
る
筑
前
支
配
形
態
の
変
遷
」
（
『
大
類
伸
博
士
喜
寿
記
念
史
学
論
文
集
』
）
。

田
原
文
書
。
な
お
、
充
所
の
田
尻
河
内
入
道
は
、
立
花
文
書
永
禄
十
二
年
戸
次
鐙
連
親
類
与
力
被
官
分
捕
手
負
注
文
に
「
頚
一

捕
之
」
と
そ
の
名
が
見
え
て
お
り
、
戸
次
鑑
連
（
道
雪
）
の
家
臣
で
あ
っ
た
。

田
原
文
書

104 103 102 101 100 99 98 

田
尻
河
内
守
討

（邸）
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同
右
卯
月
二
十
四
日
大
友
宗
麟
書
状
（
田
原
入
道
宛
）
。

由
布
文
書
。

同
前
。

大
内
氏
の
博
多
支
配
機
構


